
平成２５年４月１日 

消 防 庁 
 

「市町村の消防の広域化に関する基本指針」の改正 
 

消防庁では、災害の大規模化・多様化等の消防を取り巻く環境の変化に的確に対

応し、消防本部の一層の体制強化を図るため、「市町村の消防の広域化に関する基

本指針」を改正し、公示しました。 
 

【改正のポイント】 

○  広域化を実現した消防本部においては、住民サービスの向上等の成果が現れて

おり、広域化は消防防災体制の強化には有効な手法。 
 

○  平成２４年度の広域化の期限後も小規模消防本部が多数存在することに加え、

東日本大震災の教訓等を踏まえると、広域化の推進による消防防災体制の整備

がこれまで以上に必要。 
 
○  平成２４年度までの広域化の状況を踏まえると、広域化の進捗は、地域の実

情によって左右される面があるものと考えられることから、今後は、地域の実

情を尊重することを基本として下表のとおり見直しを行う。  

 

〈添付資料〉 

・市町村の消防の広域化に関する基本指針の改正概要 

・「市町村の消防の広域化に関する基本指針の一部を改正する告示」（平成 25 年

消防庁告示第４号） 
 

項目 改正後 改正前 

広域化する際に目標と

する消防本部の管轄人

口規模 

広域化対象市町村の組合せを検討する

際には、３０万規模目標には、必ずしも

とらわれず、これらの地域の実情を十分

に考慮する必要 がある。 

おおむね３０万以

上の規模を一つの目

標とすることが適当 

国・都道府県が支援の

対象とする地域 

（消防広域化重点地域） 

広域化対象市町村の組合せを構成する

市町村からなる地域のうち、広域化の取

組を先行して重点的に取り組む必要があ

るものとして次に該当すると認めるもの

を都道府県知事が指定、国・都道府県の

支援を集中的に実施。 

①  今後、十分な消防防災体制が確保で

きないおそれがある市町村を含む地域 

②  広域化の気運が高い地域 

（広域化対象市町村）  

都道府県が消防の

現況、将来の見通し

を勘案し、広域化を

推進する必要がある

ものとして推進計画

に位置づける市町村 

 

広域化の実現期限 平成３０年４月１日（５年程度延長） 平成２４年度末 

【連絡先】＜消防庁 消防・救急課＞ 
担当：中垣内、今井 
電話：03-5253-7522 
FAX ：03-5253-7532   



○ 消防庁では、平成6年以降、市町村の消防の広域化を推進 
 → 消防審議会「市町村の消防の広域化の推進に関する答申」（平成18年） 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ ・消防組織法の改正 
   ・「市町村の消防の広域化に関する基本指針」（消防庁告示）の制定 

 （平成１８年） 

（改正消防組織法） 

・ 都道府県は広域化対象市町村の組合せ等に関する推進計画を策定、市町村

に対して必要な調整を実施 

・ 市町村は広域化後の消防本部の運営に関する計画を策定 

 

（基本指針） 
・ 消防本部の規模は、一般論として大きいほど望ましい。管轄人口の観点から 

言えばおおむね３０万以上の規模を一つの目標とすることが適当。    

・ 推進計画策定後５年度以内（平成２４年度まで）目途に広域化を実現。 

 

○ 消防庁の支援 
 地方財政措置、セミナーの開催、アドバイザー派遣等の支援策を実施。 

広域化実現ブロック数：24（H25.4.1） 
（807消防本部(H19.4.1)→767消防本部（H25.4.1) 

※市町村合併によるものを含む。 

市町村の消防の広域化に関する基本指針の改正概要 

○ 小規模な消防本部においては、一般的に財政基盤や人員、施設、装備等の
面で十分でなく、高度な消防サービスの提供に課題がある場合が多い。 

  

  

 

＜広域化の背景＞ 

※ 消防組織法第31条に基づく市町村消防の広域化 
 消防本部の規模の拡大により消防の体制の整備・確立を図るため、二以上の市
町村が消防事務（消防団の事務を除く。）を共同して処理することとすること又は市
町村が他の市町村に消防事務を委託すること。 

基本指針の改正（平成25年4月1日公示） 

○ 消防審議会 
・ 「消防組織法第３１条に基づく市町村消防の広域化に関する中間答申」 
  （平成２４年９月） 

＜広域化の取組＞ 



＜基本指針改正のポイント＞ 

項目 
 

基本指針（改正案） 現行の基本指針 

広域化する際に
目標とする消防
本部の管轄人口
規模 

 
広域化対象市町村の組合せを
検討する際には、３０万の規模
目標には必ずしもとらわれず、
これらの地域の事情を十分に
考慮する必要がある。 
 

おおむね３０万以上の規模
を一つの目標とすることが
適当 

国・都道府県が
支援の対象とす
る地域 

  
（消防広域化重点地域） 
広域化対象市町村の組合せを
構成する市町村からなる地域
のうち、広域化の取組を先行し
て重点的に取り組む必要があ
るものとして次に該当すると認
めるものを都道府県知事が指
定、国・都道府県の支援を集中
的に実施。 
①今後、十分な消防防災体制
が確保できないおそれがある
市町村を含む地域 

②広域化の気運が高い地域 
  

  
（広域化対象市町村）  
都道府県が消防の現況、将
来の見通しを勘案し、広域
化を推進する必要があるも
のとして推進計画に位置づ
ける市町村 
  
  

広域化の実現の
期限 

平成３０年４月１日 
（５年程度延長） 平成２４年度末 

○ 広域化を実現した消防本部においては、住民サービスの向上 
等の成果が現れており、広域化は消防防災体制の強化のため
には有効な手法。 

 
○ また、24年度の期限後も小規模消防本部が多数存在するこ

とに加え、東日本大震災の教訓等を踏まえると、広域化の推進
による消防防災体制の整備がこれまで以上に必要。 

 
○ ただし、24年度末までの広域化の状況を踏まえると、広域化
の進捗は地域の実情によって左右される面があるものと考えら
れることから、今後は、地域の実情を尊重することを基本として、
以下のとおりの見直しを行う。 



○
消
防
庁
告
示
第
四
号

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
の
消
防

の
広
域
化
に
関
す
る
基
本
指
針
（
平
成
十
八
年
消
防
庁
告
示
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

消
防
庁
長
官

岡
崎

浩
巳

一
の
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
必
要
性

消
防
は
、
災
害
や
事
故
の
多
様
化
及
び
大
規
模
化
、
都
市
構
造
の
複
雑
化
、
住
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
等
の
消
防

を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
的
確
に
対
応
し
、
今
後
と
も
住
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
守
る
責
務
を
全
う
す

る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
小
規
模
な
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
出
動
体
制
、
保
有
す
る
消
防
車
両
、
専
門
要
員
の
確
保

等
に
限
界
が
あ
る
こ
と
や
、
組
織
管
理
や
財
政
運
営
面
で
の
厳
し
さ
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
な
ど
、
消
防
の

体
制
と
し
て
は
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
場
合
が
あ
る
。

こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
よ
り
、
行
財
政
上
の
様
々
な
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト

を
実
現
す
る
こ
と
が
極
め
て
有
効
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
広
域
化
に
よ
っ
て
、



①

災
害
発
生
時
に
お
け
る
初
動
体
制
の
強
化

②

統
一
的
な
指
揮
の
下
で
の
効
果
的
な
部
隊
運
用

③

本
部
機
能
統
合
等
の
効
率
化
に
よ
る
現
場
活
動
要
員
の
増
強

④

救
急
業
務
や
予
防
業
務
の
高
度
化
及
び
専
門
化

⑤

財
政
規
模
の
拡
大
に
伴
う
高
度
な
資
機
材
の
計
画
的
な
整
備

⑥

消
防
署
所
の
配
置
や
管
轄
区
域
の
適
正
化
に
よ
る
現
場
到
着
時
間
の
短
縮

等
、
消
防
力
の
強
化
に
よ
る
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
消
防
に
関
す
る
行
財
政
運
営
の
効
率
化
と
基
盤
の
強
化
が

期
待
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
平
成
六
年
以
降
、
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
が
推
進
さ
れ
て
き
た
。
全
国
の

消
防
本
部
の
数
は
、
最
も
多
か
っ
た
平
成
三
年
十
月
の
九
百
三
十
六
本
部
か
ら
、
平
成
十
八
年
四
月
に
は
八
百
十

一
本
部
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
が
、
広
域
化
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
た
市
町
村
合
併
の
状
況
と
比
較
す
る
と
、
広

域
化
が
十
分
進
ん
だ
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
平
成
十
八
年
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
の
役
割

の
明
確
化
と
、
市
町
村
に
お
け
る
十
分
な
議
論
を
確
保
す
る
た
め
の
関
係
者
の
議
論
の
枠
組
み
の
創
設
と
併
せ
、

災
害
の
大
規
模
化
・
多
様
化
等
の
環
境
の
変
化
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
に
広
域
化
の
目
標
と
な
る
消
防
本
部
の

規
模
を
引
き
上
げ
る
こ
と
等
を
内
容
と
し
て
、
広
域
化
を
更
に
推
進
す
る
た
め
の
消
防
組
織
法
の
改
正
及
び
こ
れ

に
基
づ
く
本
指
針
の
策
定
を
行
っ
た
。



以
来
、
改
正
後
の
消
防
組
織
法
に
基
づ
き
各
都
道
府
県
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
推
進
計
画
に
基
づ
く
取
組
が
進

め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
指
針
が
策
定
さ
れ
た
当
初
の
広
域
化
の
実
現
の
期
限
と
し
て
い
た
平
成
二

十
四
年
度
末
に
は
平
成
十
八
年
四
月
か
ら
更
に
二
十
七
本
部
が
減
少
し
、
消
防
本
部
数
は
七
百
八
十
四
本
部
と
な

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
広
域
化
を
行
っ
た
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
人
員
配
備
の
効
率
化
と
充
実
、
消
防
体
制
の

基
盤
の
強
化
を
通
じ
た
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
等
の
成
果
が
現
れ
て
お
り
、
広
域
化
に
伴
う
現
象
と
し
て
一
部
の

地
方
公
共
団
体
が
懸
念
す
る
、
消
防
署
所
の
配
置
替
え
に
よ
る
一
部
地
域
で
の
消
防
力
低
下
や
消
防
本
部
と
市
町

村
と
の
関
係
の
希
薄
化
と
い
っ
た
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
広
域
化
し
た
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
広
域
化
の
意
図
す
る
成
果
が
現
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

全
体
的
に
は
、
管
轄
人
口
十
万
未
満
の
小
規
模
な
消
防
本
部
（
以
下
「
小
規
模
消
防
本
部
」
と
い
う
。
）
が
全
消
防

本
部
数
の
約
六
割
を
占
め
る
な
ど
、
広
域
化
の
進
捗
は
ま
だ
十
分
と
は
い
え
ず
、
小
規
模
消
防
本
部
が
抱
え
る
前

記
の
課
題
が
依
然
と
し
て
克
服
さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
で
、
日
本
の
総
人
口
は
、
平
成
十
七
年
に
戦
後
初
め
て
減
少
に
転
じ
、
こ
れ
ま
で
の
長
期
的
な
少
子
化
の

傾
向
が
今
後
も
続
く
場
合
は
、
将
来
人
口
が
減
少
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
一
般
的
に
現
在

の
各
消
防
本
部
の
管
轄
人
口
も
減
少
し
、
消
防
本
部
の
小
規
模
化
が
よ
り
進
む
と
同
時
に
、
生
産
年
齢
人
口
の
減

少
を
通
じ
た
財
政
面
の
制
約
も
よ
り
厳
し
く
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
消
防
本
部
と
と
も
に
地
域
の
消

防
を
担
っ
て
い
る
消
防
団
員
の
担
い
手
不
足
の
問
題
も
更
に
懸
念
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
口
動
態



等
に
よ
る
影
響
は
消
防
本
部
の
規
模
が
小
さ
い
ほ
ど
深
刻
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
加
え
て
、
近
年
の
東
日
本
大
震

災
で
の
教
訓
や
類
例
を
見
な
い
大
規
模
災
害
等
の
発
生
、
ま
た
、
今
後
の
災
害
リ
ス
ク
の
高
ま
り
も
指
摘
さ
れ
る

状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
一
体
と
な
っ
た
広
域
化
の
推
進
に
よ
る
小
規
模
消
防
本
部

の
体
制
強
化
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

一
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

消
防
組
織
法
に
お
け
る
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
基
本
的
な
考
え
方

消
防
組
織
法
で
は
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
関
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

①

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
理
念
及
び
定
義

②

消
防
庁
長
官
に
よ
る
基
本
指
針
の
策
定

③

都
道
府
県
に
よ
る
推
進
計
画
の
策
定
及
び
都
道
府
県
知
事
の
関
与
等

④

広
域
化
対
象
市
町
村
に
よ
る
広
域
消
防
運
営
計
画
の
作
成

⑤

国
の
援
助
及
び
地
方
債
の
特
別
の
配
慮

こ
の
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
は
、
消
防
の
体
制
の
整
備
及
び
確
立
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
広
域
化
に
よ
っ
て
消
防
本
部
の
対
応
力
が
低
下
す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
と
は
、
二
以
上
の
市
町
村
が
消
防
事
務
（
消
防
団
の
事
務
を
除
く
。
）
を
共
同



し
て
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
又
は
市
町
村
が
他
の
市
町
村
に
消
防
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
を
い
う
と
定
義
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
広
域
化
の
対
象
は
、
い
わ
ゆ
る
常
備
消
防
で
あ
り
、
消
防
団
は
そ
の
対
象
で
は
な
い
。

加
え
て
、
広
域
化
に
つ
い
て
は
、
一
部
事
務
組
合
等
の
共
同
処
理
又
は
事
務
委
託
の
方
式
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ

と
と
な
る
が
、
関
係
市
町
村
間
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
方
式
の
利
点
及
び
問
題
点
を
十
分
に
比
較
考
量
の
上
、
そ

の
地
域
に
最
も
適
し
た
方
式
を
選
択
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

一
の
３
中
「
国
は
」
を
「
本
指
針
一
、
３
を
踏
ま
え
、
国
は
」
に
改
め
、
一
の
３
の
⑵
中
「
広
域
化
の
必
要
性
や
メ

リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
国
民
の
理
解
を
十
分
に
深
め
る
た
め
」
を
「
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、

消
防
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
国
民
、
広
域
化
に
直
接
取
り
組
む
市
町
村
及
び
指
導
助
言
や
連
絡
調
整
等
を
市
町
村

に
対
し
て
行
う
都
道
府
県
が
広
域
化
の
必
要
性
、
メ
リ
ッ
ト
や
全
国
的
な
状
況
等
に
つ
い
て
、
十
分
に
理
解
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
」
に
改
め
、
一
の
３
の
⑶
中
「
に
対
し
て
逐
次
紹
介
又
は
情
報
提
供
し
」
を
「
の
ニ
ー
ズ
に

応
じ
た
情
報
提
供
を
行
い
」
に
、
「
理
解
」
を
「
取
組
」
に
改
め
、
一
の
３
の
⑷
中
「
広
域
化
に
関
す
る
協
議
」
を
「
広

域
化
を
実
現
し
た
消
防
本
部
の
幹
部
職
員
等
で
消
防
庁
に
登
録
さ
れ
た
者
を
市
町
村
等
に
派
遣
し
、
助
言
等
を
行
う
消

防
広
域
化
推
進
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
活
用
等
に
よ
り
、
広
域
化
に
関
す
る
協
議
」
に
改
め
、
一
の
３
の
⑸
を
削
り
、
一
の

３
を
一
の
４
と
し
、
一
の
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

平
成
二
十
五
年
度
以
降
の
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推
進
の
方
向
性

平
成
十
八
年
の
消
防
組
織
法
の
改
正
後
、
平
成
二
十
四
年
度
末
に
至
る
ま
で
の
広
域
化
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と



、
広
域
化
の
進
捗
状
況
は
地
域
の
実
情
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
面
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

、
今
後
、
広
域
化
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
を
定
め
る
場
合
は
、
広
域
化
の

規
模
に
関
す
る
目
標
を
引
き
続
き
考
慮
す
る
と
同
時
に
地
域
の
事
情
も
十
分
勘
案
す
る
こ
と
と
す
る
。
あ
わ
せ
て

、
広
域
化
に
関
す
る
取
組
を
行
う
対
象
地
域
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
広
域
化
の
必
要
性
や
広
域
化
へ
の

期
待
等
を
踏
ま
え
て
重
点
化
す
る
枠
組
み
を
設
け
た
上
で
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
き
め
細
か
い
取
組
を
行
う

こ
と
と
す
る
。

そ
の
際
、
地
域
の
実
情
を
熟
知
し
た
広
域
的
な
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
の
役
割
が
特
に
重
要
で
あ
る
。

平
成
二
十
年
及
び
平
成
二
十
一
年
の
消
防
組
織
法
の
改
正
に
よ
り
、
緊
急
消
防
援
助
隊
に
関
す
る
事
務
と
傷
病
者

の
搬
送
及
び
受
入
れ
の
実
施
基
準
に
関
す
る
事
務
が
都
道
府
県
の
事
務
に
追
加
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
消
防
の
分
野
に
お
け
る
都
道
府
県
の
役
割
の
重
要
性
は
高
ま
っ
て
い
る
。
広
域
化
に
つ
い
て
も
、
本
指
針

一
、
１
で
示
さ
れ
た
現
下
の
消
防
を
取
り
巻
く
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
国
の
取
組
と
あ
わ
せ
、
都
道
府
県
に
は
、

関
係
市
町
村
間
の
必
要
な
調
整
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
更
に
期
待

さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
関
係
市
町
村
間
の
連
絡
調
整
は
も
と
よ
り
、
広
域
化
に
係
る
市
町
村
の
財
政
負
担
又
は
事

務
負
担
に
対
す
る
支
援
等
に
つ
い
て
、
よ
り
積
極
的
に
そ
の
役
割
を
果
た
し
、
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域

化
の
推
進
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

二
中
「
こ
れ
ま
で
の
実
績
を
踏
ま
え
た
上
で
、
今
後
着
実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
、
当
面
、
一
定
の
期
間
を
区
切
っ



て
」
を
「
地
域
に
お
け
る
広
域
化
に
つ
い
て
の
合
意
形
成
に
は
相
当
の
時
間
を
要
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
一
方
で
、

大
規
模
災
害
等
が
発
生
す
る
懸
念
が
高
ま
っ
て
お
り
、
広
域
化
の
取
組
が
急
が
れ
る
こ
と
や
過
度
に
長
期
の
期
限
を
設

け
る
と
集
中
的
な
広
域
化
の
取
組
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
五
年
程
度
後
を
期
限
と
し
て
」

に
改
め
、
二
の
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴

都
道
府
県
の
推
進
計
画
等

都
道
府
県
の
実
情
に
照
ら
し
、
必
要
に
応
じ
て
推
進
計
画
の
変
更
又
は
策
定
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

な
お
、
本
指
針
三
、
３
に
定
め
る
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
行
う
こ
と
。

二
の
⑵
中
「
の
実
現
の
期
限
」
を
削
り
、
「
推
進
計
画
策
定
後
五
年
度
以
内
（
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
）
を
目
途
に
」

を
「
本
指
針
が
定
め
ら
れ
た
当
初
の
期
限
で
あ
る
平
成
二
十
四
年
度
末
か
ら
五
年
程
度
後
の
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま

で
に
」
に
改
め
る
。

三
の
１
の
⑵
の
②
中
「
少
子
化
の
進
展
に
よ
る
」
を
削
り
、
三
の
１
の
⑶
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑶

広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ

本
指
針
三
、
２
に
基
づ
き
定
め
る
こ
と
。

な
お
、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
に
基
づ
く
本
指
針
三
、
３
に
定
め
る
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定

等
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
本
指
針
三
、
３
に
よ
る
こ
と
。

三
の
１
の
⑷
中
「
本
指
針
三
、
３
」
を
「
本
指
針
三
、
４
」
に
改
め
、
三
の
２
の
⑴
中
「
か
ん
が
み
る
」
を
「
鑑
み



る
」
に
、
「
た
だ
し
」
を
「
し
か
し
な
が
ら
」
に
、
「
こ
れ
ら
に
対
す
る
十
分
な
考
慮
が
必
要
で
あ
る
」
を
「
広
域
化
対

象
市
町
村
の
組
合
せ
を
検
討
す
る
際
に
は
、
上
記
の
規
模
目
標
に
は
必
ず
し
も
と
ら
わ
れ
ず
、
小
規
模
消
防
本
部
の
広

域
化
を
着
実
に
推
進
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
事
情
を
十
分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、

例
え
ば
、
当
該
組
合
せ
の
広
域
化
を
段
階
的
に
実
現
す
る
た
め
に
段
階
ご
と
の
組
合
せ
を
あ
わ
せ
て
定
め
る
と
い
う
方

策
も
考
え
ら
れ
る
」
に
改
め
、
三
の
３
を
三
の
４
と
し
、
三
の
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
等

⑴

消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
の
趣
旨

本
指
針
一
、
３
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
本
指
針
一
、
４
に
掲
げ
る
国
の
施
策
及
び
本
指
針
三
、
４
に
掲
げ
る
各

都
道
府
県
に
お
け
る
措
置
を
他
の
広
域
化
対
象
市
町
村
よ
り
も
先
行
し
て
集
中
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
広

域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
に
お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
、
消
防

広
域
化
重
点
地
域
（
以
下
「
重
点
地
域
」
と
い
う
。
）
の
枠
組
み
を
設
け
る
。

⑵

都
道
府
県
知
事
に
よ
る
重
点
地
域
の
指
定
及
び
公
表
等

都
道
府
県
知
事
は
、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
そ
れ
ぞ
れ
の
組
合
せ
を
構
成
す
る
市
町
村
の
全
部
又
は
一
部
か

ら
な
る
地
域
の
う
ち
、
広
域
化
の
取
組
を
先
行
し
て
重
点
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
次
に
該
当

す
る
と
当
該
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
も
の
を
重
点
地
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①

今
後
、
十
分
な
消
防
防
災
体
制
が
確
保
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
市
町
村
を
含
む
地
域



②

広
域
化
の
気
運
が
高
い
地
域

広
域
化
対
象
市
町
村
の
一
の
組
合
せ
を
越
え
る
地
域
を
重
点
地
域
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
指

定
し
よ
う
と
す
る
地
域
が
広
域
化
対
象
市
町
村
の
一
の
組
合
せ
の
全
部
又
は
一
部
を
構
成
す
る
よ
う
、
事
前
又

は
事
後
に
推
進
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

な
お
、
当
該
指
定
を
行
っ
た
と
き
は
そ
の
旨
を
、
当
該
重
点
地
域
に
対
す
る
都
道
府
県
の
支
援
の
内
容
と
と

も
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

⑶

関
係
市
町
村
の
意
見
の
聴
取
等

重
点
地
域
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
く
も
の
と

す
る
。

ま
た
、
重
点
地
域
に
指
定
さ
れ
た
市
町
村
以
外
の
市
町
村
か
ら
重
点
地
域
の
指
定
を
求
め
る
意
見
等
が
あ
っ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
当
該
意
見
等
を
尊
重
し
、
当
該
市
町
村
を
対
象
と
す
る
重
点
地
域
の

指
定
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

⑷

重
点
地
域
の
指
定
の
変
更

⑵
及
び
⑶
は
、
重
点
地
域
の
指
定
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
関
す
る
基
本
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
条
文

○

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
関
す
る
基
本
指
針
（
平
成
十
八
年
消
防
庁
告
示
第
三
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

一

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的

一

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的

な
事
項

な
事
項

１

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
必
要
性

１

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
必
要
性

消
防
は
、
災
害
や
事
故
の
多
様
化
及
び
大
規
模
化
、
都
市
構

消
防
は
、
災
害
や
事
故
の
多
様
化
及
び
大
規
模
化
、
都
市
構

造
の
複
雑
化
、
住
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
等
の
消
防
を
取
り
巻
く

造
の
複
雑
化
、
住
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
等
の
消
防
を
取
り
巻
く

環
境
の
変
化
に
的
確
に
対
応
し
、
今
後
と
も
住
民
の
生
命
、
身

環
境
の
変
化
に
的
確
に
対
応
し
、
今
後
と
も
住
民
の
生
命
、
身

体
及
び
財
産
を
守
る
責
務
を
全
う
す
る
必
要
が
あ
る
。

体
及
び
財
産
を
守
る
責
務
を
全
う
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
小
規
模
な
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
出
動

し
か
し
な
が
ら
、
小
規
模
な
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
出
動

体
制
、
保
有
す
る
消
防
車
両
、
専
門
要
員
の
確
保
等
に
限
界
が

体
制
、
保
有
す
る
消
防
車
両
、
専
門
要
員
の
確
保
等
に
限
界
が

あ
る
こ
と
や
、
組
織
管
理
や
財
政
運
営
面
で
の
厳
し
さ
が
指
摘

あ
る
こ
と
や
、
組
織
管
理
や
財
政
運
営
面
で
の
厳
し
さ
が
指
摘

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
な
ど
、
消
防
の
体
制
と
し
て
は
必
ず
し
も

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
な
ど
、
消
防
の
体
制
と
し
て
は
必
ず
し
も

十
分
で
な
い
場
合
が
あ
る
。

十
分
で
な
い
場
合
が
あ
る
。

こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に

こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に

よ
り
、
行
財
政
上
の
様
々
な
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
実
現
す
る

よ
り
、
行
財
政
上
の
様
々
な
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
実
現
す
る

こ
と
が
極
め
て
有
効
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
広
域
化
に
よ
っ

こ
と
が
極
め
て
有
効
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
広
域
化
に
よ
っ

て
、

て
、

①

災
害
発
生
時
に
お
け
る
初
動
体
制
の
強
化

①

災
害
発
生
時
に
お
け
る
初
動
体
制
の
強
化

②

統
一
的
な
指
揮
の
下
で
の
効
果
的
な
部
隊
運
用

②

統
一
的
な
指
揮
の
下
で
の
効
果
的
な
部
隊
運
用

③

本
部
機
能
統
合
等
の
効
率
化
に
よ
る
現
場
活
動
要
員
の

③

本
部
機
能
統
合
等
の
効
率
化
に
よ
る
現
場
活
動
要
員
の

増
強

増
強

④

救
急
業
務
や
予
防
業
務
の
高
度
化
及
び
専
門
化

④

救
急
業
務
や
予
防
業
務
の
高
度
化
及
び
専
門
化

⑤

財
政
規
模
の
拡
大
に
伴
う
高
度
な
資
機
材
の
計
画
的
な

⑤

財
政
規
模
の
拡
大
に
伴
う
高
度
な
資
機
材
の
計
画
的
な

整
備

整
備

⑥

消
防
署
所
の
配
置
や
管
轄
区
域
の
適
正
化
に
よ
る
現
場

⑥

消
防
署
所
の
配
置
や
管
轄
区
域
の
適
正
化
に
よ
る
現
場

到
着
時
間
の
短
縮

到
着
時
間
の
短
縮

等
、
消
防
力
の
強
化
に
よ
る
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
消
防
に

等
、
消
防
力
の
強
化
に
よ
る
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
消
防
に
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関
す
る
行
財
政
運
営
の
効
率
化
と
基
盤
の
強
化
が
期
待
さ
れ

関
す
る
行
財
政
運
営
の
効
率
化
と
基
盤
の
強
化
が
期
待
さ
れ

る
。

る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
平
成
六
年
以
降
、
自
主
的
な
市
町
村

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
も
自
主
的
な
市
町
村
の
消

の
消
防
の
広
域
化
が
推
進
さ
れ
て
き
た
。
全
国
の
消
防
本
部
の

防
の
広
域
化
が
推
進
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
市
町
村
合

数
は
、
最
も
多
か
っ
た
平
成
三
年
十
月
の
九
百
三
十
六
本
部
か

併
の
進
展
と
も
相
ま
っ
て
、
全
国
の
消
防
本
部
の
数
は
、
最
も

ら
、
平
成
十
八
年
四
月
に
は
八
百
十
一
本
部
に
ま
で
減
少
し
て

多
か
っ
た
平
成
三
年
十
月
の
九
百
三
十
六
本
部
か
ら
、
平
成
十

い
る
が
、
広
域
化
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
た
市
町
村
合
併
の
状

八
年
四
月
に
は
八
百
十
一
本
部
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
が
、
広

況
と
比
較
す
る
と
、
広
域
化
が
十
分
進
ん
だ
と
は
言
い
難
い
状

域
化
が
十
分
に
進
ん
だ
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。

況
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
平
成
十
八
年
に
お
い
て
は
、
都
道
府

ま
た
、
日
本
の
総
人
口
は
、
平
成
十
七
年
に
戦
後
初
め
て
減

県
の
役
割
の
明
確
化
と
、
市
町
村
に
お
け
る
十
分
な
議
論
を
確

少
に
転
じ
て
お
り
、
今
後
も
少
子
化
の
進
行
に
よ
り
、
将
来
人

保
す
る
た
め
の
関
係
者
の
議
論
の
枠
組
み
の
創
設
と
併
せ
、
災

口
が
減
少
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
一
般

害
の
大
規
模
化
・
多
様
化
等
の
環
境
の
変
化
に
的
確
に
対
応
す

的
に
現
在
の
各
消
防
本
部
の
管
轄
人
口
も
減
少
す
る
と
考
え
ら

る
た
め
に
広
域
化
の
目
標
と
な
る
消
防
本
部
の
規
模
を
引
き
上

れ
る
。
さ
ら
に
、
消
防
本
部
と
と
も
に
地
域
の
消
防
を
担
っ
て

げ
る
こ
と
等
を
内
容
と
し
て
、
広
域
化
を
更
に
推
進
す
る
た
め

い
る
消
防
団
員
の
担
い
手
不
足
の
問
題
も
懸
念
さ
れ
る
。

の
消
防
組
織
法
の
改
正
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
本
指
針
の
策
定
を

こ
の
よ
う
な
現
状
に
か
ん
が
み
る
と
、
市
町
村
の
消
防
の
体

行
っ
た
。

制
の
整
備
及
び
確
立
を
図
る
た
め
に
は
、
今
後
と
も
よ
り
一
層

以
来
、
改
正
後
の
消
防
組
織
法
に
基
づ
き
各
都
道
府
県
に
お

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要

い
て
定
め
ら
れ
た
推
進
計
画
に
基
づ
く
取
組
が
進
め
ら
れ
て
き

で
あ
る
。

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
指
針
が
策
定
さ
れ
た
当
初
の
広
域
化

の
実
現
の
期
限
と
し
て
い
た
平
成
二
十
四
年
度
末
に
は
平
成
十

八
年
四
月
か
ら
更
に
二
十
七
本
部
が
減
少
し
、
消
防
本
部
数
は

七
百
八
十
四
本
部
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
広
域
化
を
行
っ

た
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
人
員
配
備
の
効
率
化
と
充
実
、
消

防
体
制
の
基
盤
の
強
化
を
通
じ
た
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
等
の

成
果
が
現
れ
て
お
り
、
広
域
化
に
伴
う
現
象
と
し
て
一
部
の
地

方
公
共
団
体
が
懸
念
す
る
、
消
防
署
所
の
配
置
替
え
に
よ
る
一

部
地
域
で
の
消
防
力
低
下
や
消
防
本
部
と
市
町
村
と
の
関
係
の

希
薄
化
と
い
っ
た
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
広
域
化
し
た
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
広
域

化
の
意
図
す
る
成
果
が
現
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
全
体
的
に
は

、
管
轄
人
口
十
万
未
満
の
小
規
模
な
消
防
本
部
（
以
下
「
小
規
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模
消
防
本
部
」
と
い
う
。
）
が
全
消
防
本
部
数
の
約
六
割
を
占

め
る
な
ど
、
広
域
化
の
進
捗
は
ま
だ
十
分
と
は
い
え
ず
、
小
規

模
消
防
本
部
が
抱
え
る
前
記
の
課
題
が
依
然
と
し
て
克
服
さ
れ

て
い
な
い
。

一
方
で
、
日
本
の
総
人
口
は
、
平
成
十
七
年
に
戦
後
初
め
て

減
少
に
転
じ
、
こ
れ
ま
で
の
長
期
的
な
少
子
化
の
傾
向
が
今
後

も
続
く
場
合
は
、
将
来
人
口
が
減
少
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
り
一
般
的
に
現
在
の
各
消
防
本
部
の
管
轄
人

口
も
減
少
し
、
消
防
本
部
の
小
規
模
化
が
よ
り
進
む
と
同
時
に

、
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
を
通
じ
た
財
政
面
の
制
約
も
よ
り
厳

し
く
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
消
防
本
部
と
と
も
に

地
域
の
消
防
を
担
っ
て
い
る
消
防
団
員
の
担
い
手
不
足
の
問
題

も
更
に
懸
念
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
口
動
態
等

に
よ
る
影
響
は
消
防
本
部
の
規
模
が
小
さ
い
ほ
ど
深
刻
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
、
加
え
て
、
近
年
の
東
日
本
大
震
災
で
の
教
訓
や

類
例
を
見
な
い
大
規
模
災
害
等
の
発
生
、
ま
た
、
今
後
の
災
害

リ
ス
ク
の
高
ま
り
も
指
摘
さ
れ
る
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
国
、

都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
一
体
と
な
っ
た
広
域
化
の
推
進
に
よ

る
小
規
模
消
防
本
部
の
体
制
強
化
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
必
要
と

な
っ
て
い
る
。

２

消
防
組
織
法
に
お
け
る
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
基
本
的

２

消
防
組
織
法
に
お
け
る
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
基
本
的

な
考
え
方

な
考
え
方

消
防
組
織
法
で
は
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
関
し
、
次
の

消
防
組
織
法
で
は
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
関
し
、
次
の

事
項
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

事
項
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

①

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
理
念
及
び
定
義

①

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
理
念
及
び
定
義

②

消
防
庁
長
官
に
よ
る
基
本
指
針
の
策
定

②

消
防
庁
長
官
に
よ
る
基
本
指
針
の
策
定

③

都
道
府
県
に
よ
る
推
進
計
画
の
策
定
及
び
都
道
府
県
知

③

都
道
府
県
に
よ
る
推
進
計
画
の
策
定
及
び
都
道
府
県
知

事
の
関
与
等

事
の
関
与
等

④

広
域
化
対
象
市
町
村
に
よ
る
広
域
消
防
運
営
計
画
の
作

④

広
域
化
対
象
市
町
村
に
よ
る
広
域
消
防
運
営
計
画
の
作

成

成
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⑤

国
の
援
助
及
び
地
方
債
の
特
別
の
配
慮

⑤

国
の
援
助
及
び
地
方
債
の
特
別
の
配
慮

こ
の
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
は
、
消
防
の
体
制
の
整
備
及

こ
の
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
は
、
消
防
の
体
制
の
整
備
及

び
確
立
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

び
確
立
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
広
域
化
に
よ
っ
て
消
防
本
部
の
対
応
力

と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
広
域
化
に
よ
っ
て
消
防
本
部
の
対
応
力

が
低
下
す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

が
低
下
す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
と
は
、
二
以
上
の
市
町
村

ま
た
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
と
は
、
二
以
上
の
市
町
村

が
消
防
事
務
（
消
防
団
の
事
務
を
除
く
。
）
を
共
同
し
て
処
理

が
消
防
事
務
（
消
防
団
の
事
務
を
除
く
。
）
を
共
同
し
て
処
理

す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
又
は
市
町
村
が
他
の
市
町
村
に
消
防
事

す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
又
は
市
町
村
が
他
の
市
町
村
に
消
防
事

務
を
委
託
す
る
こ
と
を
い
う
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

務
を
委
託
す
る
こ
と
を
い
う
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
広
域
化
の
対
象
は
、
い
わ
ゆ
る
常
備
消
防
で
あ
り
、
消
防

て
、
広
域
化
の
対
象
は
、
い
わ
ゆ
る
常
備
消
防
で
あ
り
、
消
防

団
は
そ
の
対
象
で
は
な
い
。

団
は
そ
の
対
象
で
は
な
い
。

加
え
て
、
広
域
化
に
つ
い
て
は
、
一
部
事
務
組
合
等
の
共
同

処
理
又
は
事
務
委
託
の
方
式
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
が

、
関
係
市
町
村
間
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
方
式
の
利
点
及
び
問

題
点
を
十
分
に
比
較
考
量
の
上
、
そ
の
地
域
に
最
も
適
し
た
方

式
を
選
択
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

３

平
成
二
十
五
年
度
以
降
の
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推
進

（
新
設
）

の
方
向
性

平
成
十
八
年
の
消
防
組
織
法
の
改
正
後
、
平
成
二
十
四
年
度

末
に
至
る
ま
で
の
広
域
化
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
広
域
化
の

進
捗
状
況
は
地
域
の
実
情
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
面
が
あ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
今
後
、
広
域
化
を
推
進

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
を
定
め

る
場
合
は
、
広
域
化
の
規
模
に
関
す
る
目
標
を
引
き
続
き
考
慮

す
る
と
同
時
に
地
域
の
事
情
も
十
分
勘
案
す
る
こ
と
と
す
る
。

あ
わ
せ
て
、
広
域
化
に
関
す
る
取
組
を
行
う
対
象
地
域
を
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
広
域
化
の
必
要
性
や
広
域
化
へ
の
期

待
等
を
踏
ま
え
て
重
点
化
す
る
枠
組
み
を
設
け
た
上
で
、
地
域

の
実
情
を
踏
ま
え
た
き
め
細
か
い
取
組
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

そ
の
際
、
地
域
の
実
情
を
熟
知
し
た
広
域
的
な
地
方
公
共
団
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体
で
あ
る
都
道
府
県
の
役
割
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
平
成
二
十

年
及
び
平
成
二
十
一
年
の
消
防
組
織
法
の
改
正
に
よ
り
、
緊
急

消
防
援
助
隊
に
関
す
る
事
務
と
傷
病
者
の
搬
送
及
び
受
入
れ
の

実
施
基
準
に
関
す
る
事
務
が
都
道
府
県
の
事
務
に
追
加
さ
れ
た

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
消
防
の
分
野
に
お
け
る
都
道

府
県
の
役
割
の
重
要
性
は
高
ま
っ
て
い
る
。
広
域
化
に
つ
い
て

も
、
本
指
針
一
、
１
で
示
さ
れ
た
現
下
の
消
防
を
取
り
巻
く
状

況
を
踏
ま
え
る
と
、
国
の
取
組
と
あ
わ
せ
、
都
道
府
県
に
は
、

関
係
市
町
村
間
の
必
要
な
調
整
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要

な
支
援
を
行
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
更
に
期
待
さ
れ
る
。
と

り
わ
け
、
関
係
市
町
村
間
の
連
絡
調
整
は
も
と
よ
り
、
広
域
化

に
係
る
市
町
村
の
財
政
負
担
又
は
事
務
負
担
に
対
す
る
支
援
等

に
つ
い
て
、
よ
り
積
極
的
に
そ
の
役
割
を
果
た
し
、
自
主
的
な

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推
進
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。

４

国
に
お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す

３

国
に
お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す

る
た
め
の
施
策

る
た
め
の
施
策

本
指
針
一
、
３
を
踏
ま
え
、
国
は
、
自
主
的
な
市
町
村
の
消

国
は
、
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た

防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
施
策
を
講
ず

め
、
次
の
よ
う
な
施
策
を
講
ず
る
。

る
。

⑴

（
略
）

⑴

消
防
広
域
化
推
進
本
部
の
設
置

消
防
庁
に
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
お
け
る
広
域
化
の

取
組
を
支
援
す
る
た
め
の
消
防
広
域
化
推
進
本
部
を
設
置
す

る
。

⑵

広
報
及
び
普
及
啓
発

⑵

広
報
及
び
普
及
啓
発

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
消
防

広
域
化
の
必
要
性
や
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
国
民
の
理
解

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
国
民
、
広
域
化
に
直
接
取
り
組

を
十
分
に
深
め
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
、
ま
た
、

む
市
町
村
及
び
指
導
助
言
や
連
絡
調
整
等
を
市
町
村
に
対
し

適
当
な
広
報
媒
体
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
広
域
化
に
関

て
行
う
都
道
府
県
が
広
域
化
の
必
要
性
、
メ
リ
ッ
ト
や
全
国

す
る
広
報
及
び
普
及
啓
発
を
行
う
。

的
な
状
況
等
に
つ
い
て
、
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で



- 6 -

あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
、
ま
た
、
適
当
な

広
報
媒
体
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
広
域
化
に
関
す
る
広

報
及
び
普
及
啓
発
を
行
う
。

⑶

都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
提
供

⑶

都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
対
す
る
情
報
提
供

広
域
化
の
推
進
に
関
す
る
制
度
、
広
域
化
を
行
っ
た
先
進

広
域
化
の
推
進
に
関
す
る
制
度
、
広
域
化
を
行
っ
た
先
進

事
例
、
実
際
に
広
域
化
を
行
う
際
の
留
意
事
項
等
に
つ
い
て

事
例
、
実
際
に
広
域
化
を
行
う
際
の
留
意
事
項
等
に
つ
い
て

、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
情
報
提
供
を

、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
対
し
て
逐
次
紹
介
又
は
情
報
提

行
い
、
関
係
者
に
お
け
る
広
域
化
に
関
す
る
取
組
の
促
進
を

供
し
、
関
係
者
に
お
け
る
広
域
化
に
関
す
る
理
解
の
促
進
を

図
る
。

図
る
。

⑷

相
談
体
制
の
確
保
充
実

⑷

相
談
体
制
の
確
保
充
実

広
域
化
を
実
現
し
た
消
防
本
部
の
幹
部
職
員
等
で
消
防
庁

広
域
化
に
関
す
る
協
議
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
の
諸
課
題

に
登
録
さ
れ
た
者
を
市
町
村
等
に
派
遣
し
、
助
言
等
を
行
う

へ
の
対
処
方
策
等
広
域
化
に
関
す
る
個
別
具
体
の
相
談
に
積

消
防
広
域
化
推
進
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
活
用
等
に
よ
り
、
広
域

極
的
に
応
じ
る
。

化
に
関
す
る
協
議
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
の
諸
課
題
へ
の
対

処
方
策
等
広
域
化
に
関
す
る
個
別
具
体
の
相
談
に
積
極
的
に

応
じ
る
。

（
削
除
）

⑸

財
政
措
置

都
道
府
県
に
対
し
て
、
広
域
消
防
運
営
計
画
の
作
成
等
に

関
す
る
広
域
化
対
象
市
町
村
へ
の
情
報
提
供
や
助
言
等
を
行

う
た
め
に
必
要
と
な
る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
普
通
交
付
税

措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号
）
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
地
方
公
共
団
体

の
組
合
で
広
域
化
を
行
っ
た
広
域
化
対
象
市
町
村
の
加
入
す

る
も
の
若
し
く
は
広
域
化
を
行
っ
た
広
域
化
対
象
市
町
村
又

は
同
項
の
地
方
公
共
団
体
の
組
合
で
広
域
化
を
行
う
広
域
化

対
象
市
町
村
の
加
入
す
る
も
の
若
し
く
は
広
域
化
を
行
う
広

域
化
対
象
市
町
村
（
以
下
「
広
域
化
対
象
市
町
村
等
」
と
い

う
。
）
に
対
し
て
、
当
該
広
域
化
対
象
市
町
村
等
が
広
域
消

防
運
営
計
画
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
事
業
に
要
す
る
経
費

等
に
つ
い
て
、
財
政
運
営
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
次
の
財
政
措
置
を
講
ず
る
。
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な
お
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
消
防
の

広
域
化
の
状
況
を
踏
ま
え
、
今
後
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
す

も
の
と
す
る
。

①

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
（
都
道
府
県
の
推
進
計
画
に

定
め
る
市
町
村
の
組
合
せ
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
）
に

伴
う
広
域
消
防
運
営
計
画
の
作
成
に
要
す
る
経
費
及
び
臨

時
に
増
加
す
る
行
政
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
特

別
交
付
税
措
置
を
講
ず
る
。

②

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
（
都
道
府
県
の
推
進
計
画
に

定
め
る
市
町
村
の
組
合
せ
に
基
づ
き
平
成
二
十
四
年
度
ま

で
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
伴
い
、
消
防
力
の
整

備
指
針
（
平
成
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）
に
基
づ
き

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
広
域
消
防
運
営
計
画
に
定
め
ら

れ
た
消
防
署
若
し
く
は
出
張
所
又
は
指
令
セ
ン
タ
ー
の
整

備
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
広
域
化
後
五
年
度
以
内
に
完
了

す
る
も
の
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
地
方
財
政
措

置
を
講
ず
る
。

③

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
（
都
道
府
県
の
推
進
計
画
に

定
め
る
市
町
村
の
組
合
せ
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
）
に

伴
う
消
防
庁
舎
の
整
備
（
②
に
係
る
事
業
を
除
く
。
）
に

要
す
る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
地
方
債
措
置
を
講
ず
る
。

④

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
伴
い
新
・
改
築
す
る
消
防

庁
舎
と
一
体
的
に
整
備
す
る
自
主
防
災
組
織
等
の
た
め
の

訓
練
・
研
修
施
設
等
の
整
備
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
防

災
基
盤
整
備
事
業
と
し
て
所
要
の
地
方
財
政
措
置
を
講
ず

る
。

⑤

消
防
通
信
・
指
令
施
設
（
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線
、

高
機
能
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー
）
の
整
備
に
要
す
る
経
費
に

つ
い
て
防
災
基
盤
整
備
事
業
と
し
て
所
要
の
地
方
財
政
措

置
を
講
ず
る
。

⑥

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
伴
う
消
防
防
災
施
設
等
の
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整
備
に
つ
い
て
は
、
消
防
防
災
施
設
等
整
備
費
補
助
金
の

交
付
の
決
定
に
当
た
っ
て
、
特
別
の
配
慮
を
す
る
も
の
と

す
る
。

二

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
期
間

二

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
期
間

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
は
、
消
防
の
体
制
の
整
備
及
び
確
立

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
は
、
消
防
の
体
制
の
整
備
及
び
確
立

の
た
め
、
不
断
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で

の
た
め
、
不
断
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で

あ
る
が
、
地
域
に
お
け
る
広
域
化
に
つ
い
て
の
合
意
形
成
に
は
相

あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
を
踏
ま
え
た
上
で
、
今
後
着
実
に
推

当
の
時
間
を
要
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
一
方
で
、
大
規
模
災
害

進
す
る
た
め
に
は
、
当
面
、
一
定
の
期
限
を
区
切
っ
て
広
域
化
に

等
が
発
生
す
る
懸
念
が
高
ま
っ
て
お
り
、
広
域
化
の
取
組
が
急
が

取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

れ
る
こ
と
や
過
度
に
長
期
の
期
限
を
設
け
る
と
集
中
的
な
広
域
化

の
取
組
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
五
年

程
度
後
を
期
限
と
し
て
広
域
化
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

⑴

都
道
府
県
の
推
進
計
画
等

⑴

都
道
府
県
の
推
進
計
画
の
策
定
の
期
限

都
道
府
県
の
実
情
に
照
ら
し
、
必
要
に
応
じ
て
推
進
計
画
の

都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
で
き
る
限
り
早
期
に
推
進
計
画
を

変
更
又
は
策
定
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
遅
く
と
も
平
成
十
九
年
度
中
に

な
お
、
本
指
針
三
、
３
に
定
め
る
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の

は
定
め
る
こ
と
。

指
定
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
行
う
こ
と
。

⑵

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化

⑵

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
実
現
の
期
限

各
広
域
化
対
象
市
町
村
に
お
い
て
は
、
広
域
消
防
運
営
計
画

各
広
域
化
対
象
市
町
村
に
お
い
て
は
、
広
域
消
防
運
営
計
画

の
作
成
等
、
広
域
化
に
向
け
た
取
組
を
行
い
、
本
指
針
が
定
め

の
作
成
等
、
広
域
化
に
向
け
た
取
組
を
行
い
、
推
進
計
画
策
定

ら
れ
た
当
初
の
期
限
で
あ
る
平
成
二
十
四
年
度
末
か
ら
五
年
程

後
五
年
度
以
内
（
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
）
を
目
途
に
広
域
化

度
後
の
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で
に
広
域
化
を
実
現
す
る
こ

を
実
現
す
る
こ
と
。

と
。

三

推
進
計
画
に
定
め
る
市
町
村
の
組
合
せ
及
び
都
道
府
県
に
お
け

三

推
進
計
画
に
定
め
る
市
町
村
の
組
合
せ
及
び
都
道
府
県
に
お
け

る
必
要
な
措
置
に
関
す
る
基
準

る
必
要
な
措
置
に
関
す
る
基
準

１

（
略
）

１

推
進
計
画
の
策
定

都
道
府
県
が
、
本
指
針
に
基
づ
き
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域

内
に
お
い
て
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
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必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
、
そ
の
市
町
村
を
対
象
と
し
て

定
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
推
進
計
画
に
は
、
お

お
む
ね
次
の
よ
う
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
な
る
。

⑴

（
略
）

⑴

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推
進
に
関
す
る
基

本
的
な
事
項

次
の
よ
う
な
事
項
に
留
意
し
て
定
め
る
こ
と
。

①

推
進
計
画
は
、
広
域
化
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
市
町
村
に
つ
い
て
、
そ
の
広
域
化
を
計
画
的
か
つ
円

滑
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

②

広
域
化
は
、
消
防
の
体
制
の
整
備
及
び
確
立
を
図
る
た

め
推
進
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

③

広
域
化
は
、
市
町
村
、
住
民
、
消
防
関
係
者
等
の
理
解

を
得
て
進
め
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
関

係
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
な
が
ら
推
進
し
て
い
く
よ
う

に
努
め
る
こ
と
。

⑵

市
町
村
の
消
防
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し

⑵

市
町
村
の
消
防
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し

次
の
よ
う
な
事
項
に
留
意
し
て
定
め
る
こ
と
。

次
の
よ
う
な
事
項
に
留
意
し
て
定
め
る
こ
と
。

①

（
略
）

①

広
域
化
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
当
該
都

道
府
県
に
お
け
る
広
域
化
の
必
要
性
を
十
分
認
識
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
消
防
需
要

の
動
向
、
こ
れ
に
対
す
る
消
防
力
の
実
情
、
消
防
本
部
の

財
政
、
人
事
管
理
等
の
状
況
等
の
市
町
村
の
消
防
の
現
況

に
つ
い
て
、
市
町
村
の
協
力
を
得
つ
つ
、
消
防
本
部
の
規

模
別
に
十
分
把
握
し
、
そ
の
問
題
点
を
分
析
し
、
認
識
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

②

さ
ら
に
、
今
後
の

人
口
の
減
少

②

さ
ら
に
、
今
後
の
少
子
化
の
進
展
に
よ
る
人
口
の
減
少

、
消
防
需
要
の
変
化
、
消
防
職
員
の
高
齢
化
等
の
進
展
の

、
消
防
需
要
の
変
化
、
消
防
職
員
の
高
齢
化
等
の
進
展
の

中
で
、
市
町
村
の
消
防
が
将
来
ど
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
て

中
で
、
市
町
村
の
消
防
が
将
来
ど
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
て

い
く
か
の
見
通
し
に
つ
い
て
も
、
市
町
村
の
協
力
を
得
つ

い
く
か
の
見
通
し
に
つ
い
て
も
、
市
町
村
の
協
力
を
得
つ

つ
、
的
確
に
分
析
し
、
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

つ
、
的
確
に
分
析
し
、
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

⑶

広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ

⑶

広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
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本
指
針
三
、
２
に
基
づ
き
定
め
る
こ
と
。

本
指
針
三
、
２
に
基
づ
き
定
め
る
こ
と
。

な
お
、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
に
基
づ
く
本
指
針

三
、
３
に
定
め
る
消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
等
を
行
う

場
合
に
つ
い
て
は
、
本
指
針
三
、
３
に
よ
る
こ
と
。

⑷

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
に

⑷

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

本
指
針
三
、
４
に
基
づ
き
定
め
る
こ
と
。

本
指
針
三
、
３
に
基
づ
き
定
め
る
こ
と
。

⑸
・
⑹

（
略
）

⑸

広
域
化
後
の
消
防
の
円
滑
な
運
営
の
確
保
に
関
す
る
基
本

的
な
事
項

本
指
針
四
を
参
考
に
し
つ
つ
、
各
都
道
府
県
の
実
情
を
勘

案
し
て
定
め
る
こ
と
。

⑹

市
町
村
の
防
災
に
係
る
関
係
機
関
相
互
間
の
連
携
の
確
保

に
関
す
る
事
項

本
指
針
五
を
参
考
に
し
つ
つ
、
各
都
道
府
県
の
実
情
を
勘

案
し
て
定
め
る
こ
と
。

な
お
、
都
道
府
県
が
推
進
計
画
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は

、
都
道
府
県
に
、
都
道
府
県
、
市
町
村
の
代
表
、
消
防
機
関

の
代
表
（
常
備
消
防
・
消
防
団
）
、
住
民
代
表
及
び
学
識
経

験
者
等
で
構
成
す
る
委
員
会
等
の
協
議
機
関
を
設
置
す
る
な

ど
し
て
、
関
係
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
に
努
め
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
が
推
進
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
市
町
村
の
意
見
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

２

推
進
計
画
に
定
め
る
市
町
村
の
組
合
せ
に
関
す
る
基
準

２

推
進
計
画
に
定
め
る
市
町
村
の
組
合
せ
に
関
す
る
基
準

各
都
道
府
県
は
、
以
下
の
点
を
十
分
考
慮
し
た
上
で
、
推
進

各
都
道
府
県
は
、
以
下
の
点
を
十
分
考
慮
し
た
上
で
、
推
進

計
画
に
お
い
て
、
広
域
化
対
象
市
町
村
及
び
そ
の
組
合
せ
を
定

計
画
に
お
い
て
、
広
域
化
対
象
市
町
村
及
び
そ
の
組
合
せ
を
定

め
る
こ
と
。

め
る
こ
と
。

⑴

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
規
模

⑴

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
規
模

一
般
論
と
し
て
は
、
消
防
本
部
の
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
火

一
般
論
と
し
て
は
、
消
防
本
部
の
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
火
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災
等
の
災
害
へ
の
対
応
能
力
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

災
等
の
災
害
へ
の
対
応
能
力
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

ま
た
組
織
管
理
、
財
政
運
営
等
の
観
点
か
ら
も
望
ま
し
い
。

ま
た
組
織
管
理
、
財
政
運
営
等
の
観
点
か
ら
も
望
ま
し
い
。

そ
の
上
で
、
現
状
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の
消
防
に

そ
の
上
で
、
現
状
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の
消
防
に

求
め
ら
れ
る
消
防
力
、
組
織
体
制
、
財
政
規
模
等
に
鑑
み
る

求
め
ら
れ
る
消
防
力
、
組
織
体
制
、
財
政
規
模
等
に
か
ん
が

と
、
管
轄
人
口
の
観
点
か
ら
言
え
ば
お
お
む
ね
三
十
万
以
上

み
る
と
、
管
轄
人
口
の
観
点
か
ら
言
え
ば
お
お
む
ね
三
十
万

の
規
模
を
一
つ
の
目
標
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

以
上
の
規
模
を
一
つ
の
目
標
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
各
市
町
村
は
、
管
轄
面
積
の
広
狭
、
交

た
だ
し
、
各
市
町
村
は
、
管
轄
面
積
の
広
狭
、
交
通
事
情

通
事
情
、
島
嶼
部
な
ど
の
地
理
的
条
件
、
広
域
行
政
、
地
域

、
島
嶼
部
な
ど
の
地
理
的
条
件
、
広
域
行
政
、
地
域
の
歴
史

の
歴
史
、
日
常
生
活
圏
、
人
口
密
度
及
び
人
口
減
少
な
ど
の

、
日
常
生
活
圏
、
人
口
密
度
及
び
人
口
減
少
な
ど
の
人
口
動

人
口
動
態
等
の
地
域
の
事
情
を
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
い
る
た
め

態
等
の
地
域
の
事
情
を
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ

、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
組
合
せ
を
検
討
す
る
際
に
は
、
上

ら
に
対
す
る
十
分
な
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。

記
の
規
模
目
標
に
は
必
ず
し
も
と
ら
わ
れ
ず
、
小
規
模
消
防

本
部
の
広
域
化
を
着
実
に
推
進
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ

れ
ら
の
地
域
の
事
情
を
十
分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
際
、
例
え
ば
、
当
該
組
合
せ
の
広
域
化
を
段
階
的
に
実
現

す
る
た
め
に
段
階
ご
と
の
組
合
せ
を
あ
わ
せ
て
定
め
る
と
い

う
方
策
も
考
え
ら
れ
る
。

⑵

（
略
）

⑵

配
慮
及
び
留
意
す
べ
き
事
項

既
存
の
消
防
広
域
化
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
広

域
化
の
状
況
及
び
非
常
備
市
町
村
の
常
備
化
の
必
要
性
に
配

慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

３

消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
等

（
新
設
）

⑴

消
防
広
域
化
重
点
地
域
の
指
定
の
趣
旨

本
指
針
一
、
３
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
本
指
針
一
、
４
に
掲

げ
る
国
の
施
策
及
び
本
指
針
三
、
４
に
掲
げ
る
各
都
道
府
県

に
お
け
る
措
置
を
他
の
広
域
化
対
象
市
町
村
よ
り
も
先
行
し

て
集
中
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
広
域
化
対
象
市
町
村
の

組
合
せ
に
お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
着

実
に
推
進
す
る
た
め
、
消
防
広
域
化
重
点
地
域
（
以
下
「
重

点
地
域
」
と
い
う
。
）
の
枠
組
み
を
設
け
る
。



- 12 -

⑵

都
道
府
県
知
事
に
よ
る
重
点
地
域
の
指
定
及
び
公
表
等

都
道
府
県
知
事
は
、
広
域
化
対
象
市
町
村
の
そ
れ
ぞ
れ
の

組
合
せ
を
構
成
す
る
市
町
村
の
全
部
又
は
一
部
か
ら
な
る
地

域
の
う
ち
、
広
域
化
の
取
組
を
先
行
し
て
重
点
的
に
取
り
組

む
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
次
に
該
当
す
る
と
当
該
都
道
府

県
知
事
が
認
め
る
も
の
を
重
点
地
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

①

今
後
、
十
分
な
消
防
防
災
体
制
が
確
保
で
き
な
い
お
そ

れ
が
あ
る
市
町
村
を
含
む
地
域

②

広
域
化
の
気
運
が
高
い
地
域

広
域
化
対
象
市
町
村
の
一
の
組
合
せ
を
越
え
る
地
域
を
重

点
地
域
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
指
定
し
よ
う

と
す
る
地
域
が
広
域
化
対
象
市
町
村
の
一
の
組
合
せ
の
全
部

又
は
一
部
を
構
成
す
る
よ
う
、
事
前
又
は
事
後
に
推
進
計
画

の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

な
お
、
当
該
指
定
を
行
っ
た
と
き
は
そ
の
旨
を
、
当
該
重

点
地
域
に
対
す
る
都
道
府
県
の
支
援
の
内
容
と
と
も
に
公
表

す
る
も
の
と
す
る
。

⑶

関
係
市
町
村
の
意
見
の
聴
取
等

重
点
地
域
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、

あ
ら
か
じ
め
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
重
点
地
域
に
指
定
さ
れ
た
市
町
村
以
外
の
市
町
村

か
ら
重
点
地
域
の
指
定
を
求
め
る
意
見
等
が
あ
っ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
当
該
意
見
等
を
尊
重
し
、
当

該
市
町
村
を
対
象
と
す
る
重
点
地
域
の
指
定
等
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

⑷

重
点
地
域
の
指
定
の
変
更

⑵
及
び
⑶
は
、
重
点
地
域
の
指
定
の
変
更
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

４

（
略
）

３

自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
に
必
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要
な
措
置
に
関
す
る
基
準

消
防
組
織
法
第
三
十
三
条
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
行

う
市
町
村
相
互
間
に
お
け
る
必
要
な
調
整
及
び
情
報
の
提
供
そ

の
他
の
必
要
な
援
助
等
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
各
都
道
府
県
は
、
推
進
計
画
に
お
い
て
、
当
該
各
都
道

府
県
に
お
け
る
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

具
体
的
に
は
、

①

広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

②

住
民
及
び
関
係
者
に
対
す
る
情
報
提
供
、
普
及
啓
発
等

③

各
市
町
村
に
対
す
る
情
報
提
供
、
相
談
対
応
体
制
の
確

保
、
職
員
の
派
遣
等

④

関
係
市
町
村
間
の
協
議
の
積
極
的
な
推
奨
、
仲
介
、
調

整
等

⑤

広
域
化
に
関
す
る
調
査
研
究

等
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
つ
つ

、
必
要
な
措
置
を
定
め
、
都
道
府
県
と
し
て
広
域
化
の
推
進
に

積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。
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